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☆認定農業者の場合

国事業による利子助成金
0.10%

利子助成金交付代理申請

借受者利率
0.20%

国事業による
利子助成

　　0.10%

0.00%

利子補給制度のしくみ

1.60%

0.30%

0.20%

県事業による
利子補給

　　1.30%

農業近代化資金利子補給金交付申請

農業近代化資金利子補給金  1.30%

県事業による
利子補給

　　1.30%

※国事業による利子助成金は償還期限により異なりま
　 す。 （0.06 ～ 0.10 %）
※制度がわかりやすいよう図示しており、図の数値（金
   利）と高さは一致していません。

☆その他の農業者の場合

農業近代化資金利子補給金交付申請

農業近代化資金利子補給金  1.30%

0.30%

県

◆農業近代化資金の場合　(平成２９年１２月２０日現在の金利水準、償還期限１３年以下の場合）

県
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0.00%

借受者利率
0.30%
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借受者利率
（最大）0.00%

◆農業近代化資金で農地を取得する場合　(平成２９年１２月２０日現在の金利水準の場合）※償還期限１０年以下

☆新規就農者等農地取得資金を利用する場合
農業近代化資金利子補給金  1.30%

1.60%

農

協

等

民

間

金

融

機

関

市町村

県

※制度がわかりやすいよう図示しており、図の数値（金
   利）と高さは一致していません。

県事業による
利子補給

　　1.30%

県事業による
利子補給

　　1.30%

0.00%

農業近代化資金利子補給金交付申請

0.00%

借受者利率
0.30%

1.60%

新規就農者等農地取得資金
利子補給交付申請

　農業振興資金利子助成
補助金交付申請

0.30%

0.30%

県
農業近代化資金利子補給金交付申請
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農業近代化資金利子補給金  1.30%

市町村による利子補給金
（最大） 0.30%

（最大） 0.15%

☆新規就農者等農地取得資金を利用しない場合

0.00%

市町村による
利子補給

　(最大) 0.30%



※

国事業による
利子助成

0.20%

(公財)
農林水
産長期
金融協

会

㈱
日
本
政
策
金
融
公
庫 利子助成金交付代理申請

借受者利
率

0.00%

0.00%

0.00%

0.20%
貸付金利　0.20%

「人・農地プラン」若しくは「経営再開マスタープラン」に地域の中心
となる経営体として位置づけられた農業者又は農地中間管理機
構から農用地等を借り受けた農業者に対し、貸付当初５年間に限
り、貸付利率を０％に引き下げるのに必要な額が助成されます。

借受者利
率

0.20%

◆農業経営基盤強化資金(スーパーＬ資金）の場合　(平成２９年１２月２０日現在の金利水準、償還期限１３年以下の場合）　

0.00%

0.20%
貸付金利　0.20%

国事業による利子助成金
0.20%

☆金利負担軽減措置適用の場合(※）

☆金利負担軽減措置不適用の場合


